
 

第 ３ 回 庄 内 南 部 地 区 合 併 協 議 会 
 

                    期 日：平成１４年１２月３日（火） 

                    会 場：藤 島 町 中 央 公 民 館 

 

 

 

次          第 
 

１ 開     会 

２ 会 長 あいさつ 

３ 議 事 

(1) 報 告 事 項 

報告第６号 庄内南部地区合併協議会事務局体制について 

(2) 協 議 事 項 

    議案第５号 庄内南部地区合併協議会運営小委員会の設置について 

(3) そ の 他 

   ・協議会の当面の開催予定について 

４ 市町村政の現状・方針等の研修会 

(1) 鶴岡市 

(2) 藤島町 

５ 閉     会 
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資     料     一     覧 
 
 
１ 第３回庄内南部地区合併協議会委員等出席者名簿 ………………………… ２ 
 
２ 報告第６号資料 
・ 庄内南部地区合併協議会事務局体制 ……………………………………… ３ 
・ 庄内南部地区合併協議会事務局業務分担 ………………………………… ４ 
 

３ 議案第５号資料 
・ 庄内南部地区合併協議会運営小委員会設置要綱 ………………………… ５ 

 

４ その他の資料 

・ 庄内南部地区合併協議会の当面の開催予定について …………………… ６ 
 

５ 市町村政の現状・方針等の研修会資料 

 ・ 市町村政の現状・方針等の研修会次第 …………………………………… ７ 

・ 鶴岡市の現状・方針等について …………………………………………… 別添 

・ 藤島町の現状・方針等について …………………………………………… 別添 

 
 
 



（敬称略）

市 町 村 名 氏　　　　名 備　　考

市　　長 富　塚　陽　一

議　　長 本　城　昭　一

議　　員 菅　原　信　喜

議　　員 榎　本　政　規

助　　役 芳　賀　　　肇

識見を有する者 大　瀧　常　雄

識見を有する者 竹　内　峰　子

識見を有する者 菅　原　一　浩

町　　長 阿　部　昇　司

議　　長 高　橋　德　雄

議　　員 押　井　喜　一

識見を有する者 冨　樫　達　喜

識見を有する者 伊　藤　　　忠

町　　長 中　村　博　信 〔代理〕助役 成沢一彦

議　　長 今　井　勇　雄

議　　員 富　樫　孝　一

識見を有する者 呼　野　祝　二  (欠席）

識見を有する者 高　橋　　　澤

町　　長 阿　部　千　昭 〔代理〕助役 佐藤克巳

議　　長 遠　藤　純　夫

議　　員 菅　原　　　元

識見を有する者 長　南　源　一

識見を有する者 前　田　藤　吉

町　　長 佐　藤　京　一

議　　長 大　滝　助太郎

議　　員 須　藤　栄　弘

識見を有する者 鈴 木 多右ェ門

識見を有する者 鈴　木　正　士

村　　長 佐　藤　征　勝

議　　長 小野寺　賢　治

議　　員 進　藤　　　篤

識見を有する者 清　野　豊　春

識見を有する者 渡　部　長　和

町　　長 佐　藤　正　明 〔代理〕助役 榎本竹司

議　　長 本　間　　　毅

議　　員 富　樫　栄　一

識見を有する者 齋　藤　金　一

識見を有する者 佐　藤　喜久子

第3回庄内南部地区合併協議会委員等出席者名簿

区　　　　分

鶴　　岡　　市

藤　　島　　町

温　　海　　町

羽　　黒　　町

櫛　　引　　町

三　　川　　町

朝　　日　　村
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報告第６号

○ 総務主幹 阿部　一也 鶴岡市総務部合併対策室総務主幹

総務主査 成田　　弘 三川町企画課企画開発主査

総務主査 吉住　光正 羽黒町企画商工課市町村合併主査

総務係長 渡部　　功 鶴岡市総務部合併対策室総務係長

○ 調査計画主幹 斎藤　雅文 鶴岡市総務部合併対策室調査計画主幹

調査計画主査 佐久間忠勝 櫛引町企画課企画主査

調査計画主査 東海林良哉 藤島町総務課主査

○ 調査計画主査 佐藤　和雄 温海町企画商工観光課主査

調査計画主査 土田　宏一 朝日村企画課市町村合併対策主査

調査計画係長 柳生　　晃 鶴岡市総務部合併対策室調査計画係長

○ 調査計画主幹 斎藤　雅文 （兼務）

調査計画係長 柳生　　晃 （兼務）

※○印は各班の班長

庄内南部地区合併協議会事務局体制

　　事務局次長

　　事務局長 芳賀　肇

佐藤　智志

鶴岡市助役

鶴岡市総務部合併対策室長

総　務　班　　

調査計画３班

調査計画１班

調査計画２班
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　　　担　　　　　当　　　　　項　　　　　目 担当部会

総務班 ○合併協定基本項目についての協議 建設部会

芳賀 佐藤 ○住民に対する広報の徹底、意見の聴取

　事務局長 　事務局次長 ○など住民の意向を尊重する方策の推進 教育部会

○阿部主幹 ○その他必要な事項

○成田主査

○吉住主査 　　　庶務及び会計に関すること

○渡部係長 　　　合併の諸手続き

　　　協議会の会議

　　　助役会議

　　　幹事会

　　　合併に係る資料の編纂

　　　人事に関すること

　　　報酬等の支給

調査計画 ○法第５条に規定する建設計画の作成 総務部会

　　　１班 ○住民サービスの向上と効率的な業務執

○行の推進のための業務執行体制、執行 住民生活部会

○斎藤主幹 ○システムの構築

○佐久間主査 健康福祉部会

○東海林主査

調査計画 ○税、使用料など公租公課、その他行政 農林水産部会

　　　２班 ○施策、事務万般に亙る各構成団体間

○の相違事項の調整協議 商・工部会

○佐藤主査 ○各専門部会等の進行管理

○土田主査 ○部会連絡調整会議 観光部会

○柳生係長

調査計画 ○各地域における長期的観点に立ったま まちづくり

　　　３班 ○ちづくりの戦略的構想・計画の作成 　　　　　部会

○斎藤主幹

○柳生係長

※　○印は各班の班長

職　　　　　　名

庄 内 南 部 地 区 合 併 協 議 会 事 務 局 業 務 分 担
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 議案第5号 

 

     庄内南部地区合併協議会運営小委員会設置要綱 

 

 

 （設置） 

第１条 庄内南部地区合併協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運営

を図るため、協議会規約第１１条第１項の規定により、協議会会長、副

会長及び市町村長を委員とする運営小委員会（以下「小委員会」という。）

を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 小委員会は、協議会の運営に関する事項を所掌する。 

 

 （委員長） 

第３条 小委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

 

 （会議） 

第４条 小委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。 

 

 （庶務） 

第５条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１４年１２月３日から施行する。 

 

 

庄内南部地区合併協議会規約 

第１１条 協議会は担任する事務の一部について調査又は審査を行うため、小委員

会を置くことができる。 

２ 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 
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庄内南部地区合併協議会の当面の開催予定について 

 

第４回庄内南部地区合併協議会   １２月２６日（木） 

《温海町ふれあいセンター》 

 

＜会 議＞       午前１１時～正午 

（１）専門部会の設置について 

（２）行政現況調査の実施について 

（３）補正予算について 

（４）その他 

 

＜市町村政の現状方針等の研修＞    午後１時～３時 

（１）櫛引町 

（２）温海町 

 

＜市町村合併研修会＞         午後３時３０分 

    開催趣旨 

市町村合併に関する理解を深める第２回研修会として、県の合併支

援制度や県内の状況等について研修を行う。 

    講  師 

     山形県総務部市町村課長 宍戸邦久氏 

 

 

 

第５回庄内南部地区合併協議会   １月２０日（月） 

《三川町いろり火の里「なの花ホール」》 

 

  ＜市町村政の現状方針等の研修＞  午後１時３０分～４時３０分 

（１） 羽黒町 

（２） 三川町 

（３） 朝日村 



≪市町村政の現状・方針等の研修会次第≫

 鶴　岡　市

１. 富塚鶴岡市長あいさつ

２. 市町村政の現状・方針等の説明

　　　　　　　　 芳賀肇助役

３. 質疑応答

 藤　島　町

１. 阿部藤島町長あいさつ

２. 市町村政の現状・方針等の説明

　　　　　　　　 相馬一廣助役

３. 質疑応答
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